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令和５年９月議会定例会の開会に当たり、議員各位のご健勝をお喜び申し上げま

す。また、日頃市政にご尽力いただいていることに対し、深甚なる敬意を表します

とともに感謝申し上げます。 

ここで、６月議会定例会以降の経過等につきましてご報告申し上げます。 

 

第１に、保健・医療・福祉についてであります。 

新型コロナワクチンの接種につきましては、令和５年春開始接種として、65 歳以

上の人と５歳以上の基礎疾患のある人、医療従事者等を対象に５月８日から９月 19

日までの間において、医療機関での個別接種を行っております。なお、五日町雪国

スポーツ館での集団接種は、７月 16 日をもって終了いたしました。また、９月 20

日からは秋開始接種として、初回接種を終了している市民全員を対象に接種を開始

します。国の方針や来年度以降も継続可能な接種体制を見据え、集団接種を補助的

な位置づけとし、個別接種を中心として本人が納得したうえで積極的に受けようと

いう意思のもと接種をしていただけるよう、体制を再構築し安全なワクチン接種の

提供に努めてまいります。 

健康づくり関係につきましては、第９期健康推進員の任期１年目の研修会を、生

活習慣病予防をテーマとして、５月と７月に開催しました。参加者アンケートも好

評であり、次回は９月以降の開催を予定しております。 

医療対策の推進につきましては、昨年６月に策定いたしました「医療のまちづく

りに関する骨太の全体計画」で３本の柱として定めた医療資源の再編、常勤医師の

確保、経営の健全化を着実に実行してきたところであります。しかしながら、令和

６年度末までに相当数の常勤医師が定年や任期満了を迎える状況であることや、労

働基準監督署において医師の宿日直許可が厳格化されている現状を重く受け止め、

今後も市民が将来にわたって継続して医療を享受できる体制の再構築が急務である

と考えております。そのため、大和病院の入院機能を市民病院へ集約化するととも

に、大和地域における在宅機能の強化を図ります。その一方で、必要な診療科にお

ける常勤医師を継続的に確保するため、定年後等における任期付き採用の拡大など

に努めてまいります。 



健診施設等建設事業につきましては、７月 20 日に基本設計業務が完了し、建設位

置、諸室の配置などを決定しました。実施設計業務については、引き続き株式会社

山下テクノスと契約を締結し、詳細な設計を進めるとともに、雪冷房やソーラーパ

ネル等を活用した脱炭素の取組を検討しており、今年度末の完了を目指して業務を

進めております。 

病院事業につきましては、４月１日から運用を開始した市民病院の回復期リハビ

リテーション病棟で、入院患者が徐々に増えてきていることから、病床の構成割合

を変更するとともに、上位基準への移行に向けて準備を進めております。今後も市

民に求められる市立病院として運営していくため、第２回目となる「医療のまちづ

くり市民会議」を８月 18 日に開催し、病院事業の方向性について幅広い分野の市民

代表の皆さまと意見交換をしたところであります。 

子育て支援関係につきましては、物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の

子育て世帯を支援する「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付

金」（児童１人当たり５万円）を、申請の必要がない「ひとり親世帯分」として、令

和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けている 364 世帯 551 人と、「その他世帯

分」として「令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金（前回の給付金）」の対象者

だった 260 世帯 486 人に対し、５月 26 日に給付を行いました。公的年金などの受

給により令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けておらず申請が必要となるひ

とり親世帯には、８月の児童扶養手当現況届の提出の際に給付申請についてご案内

しております。また、９月以降に、この給付金を受給していない 18 歳以下の児童の

いる全世帯に案内文書を発送し、家計急変があった世帯からの申請を受け付けるこ

ととしております。 

次に、市の独自施策である「高校生・大学生等保護者生活支援給付金」（学生１

人当たり３万円）については、物価高騰の影響が長期化するなか、高等教育を受け

ている学生の父母等を支援し、南魚沼市の次代を担う学生の育成を応援するために

実施したもので、市報や市ウェブサイト、フェイスブックで事業を広報するととも

に、高校生年代の子どもがいる世帯へは案内文書も発送しております。７月末現在

で、718 世帯から申請があり、８月 29 日に 962 人に対して給付いたしました。令和

６年２月 29 日まで申請の受付を行い、給付を進めてまいります。 

福祉関係につきましては、「令和５年度南魚沼市価格高騰緊急支援給付金」につ

いて、７月 13 日に対象となる世帯に通知を発送し、８月９日に初回の給付を行いま

した。その後も順次、給付を進めております。 



公営住宅事業につきましては、７月 14 日に１回目の住宅委員会を開催しました。

公募戸数 30 戸に対して９件の申込みがあり、最終的に７戸の入居を決定いたしま

した。 

障がい者ワークステーションにつきましては、６月１日付で障がい者を２名採用

し、業務補助員として各部署から依頼のあった事務や軽作業を行っております。業

務内容は、庁舎の古紙回収やシュレッダー処理、清掃作業、封筒封入、印刷作業、

データ入力など、多岐に渡っております。また、障がい者の職場への定着を図るた

め、障がい特性を踏まえた専門的な支援として、新潟労働局の職場適応支援事業を

活用しており、今後も障がい者雇用の推進に向けて取組を進めてまいります。 

介護保険関係につきましては、昨年度に引き続き、７月８日に地域包括ケア連絡

協議会と東地区地域づくり協議会の共催で市民フォーラムを開催いたしました。３

か所の介護施設から各施設の方針やサービス内容等をお話いただいたほか、普段か

らの心構えや介護保険料についての質疑応答など、介護についてより身近に考えて

いただく機会となりました。 

また同日、南魚沼市民会館にて介護予防フェアを開催しました。市内の薬局や福

祉介護用品販売店等からご協力をいただき、体験ブースで体の状態チェックやペッ

ト型ＡＩロボットの展示などを実施しました。健康推進員研修会の開催に併せて実

施したこともあり、多くの皆さまからご参加いただきました。 

７月 21 日に第９期の介護保険事業計画策定に向けて、第１回高齢者福祉・介護

保険事業計画検討委員会を開催しました。 

 

次に、教育・文化についてであります。 

学校教育につきましては、それぞれの小・中学校、総合支援学校において夏季休

業が順次終了し、９月１日までにすべての学校が２学期を迎えました。既に小学校

では、９月の親善陸上大会、10 月の学習発表会などに向けて準備が進められていま

す。中学校では、体育祭の準備をはじめ、部活動の各種新人大会に向けて練習を重

ねるなど、充実した学校生活が進められています。また、総合支援学校では小学部

の修学旅行、10 月 21 日にはＭＳＧフェスタが予定されております。引き続き、感

染症対策や熱中症予防など児童生徒の健康面に配慮しながら、安全安心の学校運営

に努めてまいります。 



ＧＩＧＡスクールの推進につきましては、夏季休業期間に小・中学校のすべての

普通教室へ電子黒板を設置いたしました。学習用端末と有効に組み合わせながら、

授業の一層の充実を図ってまいります。 

中学生の海外派遣研修事業につきましては、８月１日から８日間の行程で中学生

12 名、高校生７名の計 19 名が参加いたしました。ワシントンＤＣでは、アメリカ

ン大学の見学や日本人留学生との交流のほか、リンカーン記念堂やスミソニアン博

物館を見学いたしました。ニューヨークでは、国立９・11 メモリアム・ミュージア

ムなどを見学したほか、新潟県人会の皆さまがホストファミリーとなり、それぞれ

の生徒がホームスティを経験しました。また、ニューヨーク新潟県人会長大坪賢次

様の計らいにより、在ニューヨーク総領事の森
もり
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国連大使と面会し、世界平和や外交の重要性について学びました。私

自身はニューヨークの行程から参加し、現地の関係者の皆さまにお礼を申し上げる

とともに、その後の研修に同行いたしました。非常に有意義な内容でしたので、参

加した生徒にとっても充実した研修になったものと感じております。改めて、ひと

かたならぬご尽力をいただいたニューヨーク新潟県人会長の大坪賢次様に心より御

礼申し上げます。 

統合学校給食センターの整備事業につきましては、２つのグループから入札及び

提案書の提出があったことから、検討委員会を開催し、事業者ヒアリングを含めた

性能審査を行いました。これに入札価格による価格点を加えた総合評価により最優

秀提案者を決定し、７月 25 日に仮契約を締結いたしました。本契約の締結につきま

して、今定例会に議案を提出しておりますので、よろしくお願いいたします。 

生涯学習の充実につきましては、水島あやめ生誕 120 年を記念して、７月 16 日に

市民会館において、水島あやめ脚本の映画「親」と「 美
うるわ

しき愛」の上映会を開催し

ました。また、第２部として、当市出身の映画評論家であります村川
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様を講師にお招きし、

記念講演会を開催しました。これらに併せ、市民への周知を図るため、水島あやめ

の生涯を紹介するパネル展示を行いました。今後も、時代の先駆者として活躍した

郷土ゆかりの先人・偉人を周知するため、情報発信に努めてまいります。 

生涯スポーツの推進につきましては、平成２年（11 月 18 日）に開館した「南魚

沼市スポーツコミュニティセンター」、通称「ディスポート南魚沼」が、７月 15 日

に利用者 400 万人を達成し、記念セレモニーを開催しました。 



また、大原運動公園ベーマガスタジアムでは、今年で 10 周年を迎えることから、

それを記念し、全
オール

早稲田戦、招待高校野球、イースタン・リーグ公式戦と、３つの

野球イベントを企画いたしました。８月 12 日に開催した 全
オール

早稲田戦は、当市で夏

季合宿を行っている早稲田大学野球部の現役大学生と野球部ＯＢの社会人選手が対

戦する初めての企画で、734 人が観戦に訪れました。８月 26 日、27 日に開催した招

待高校野球では、全国トップクラスの野球強豪校である花咲
はなさき

徳
とく

栄
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高等学校と智辯
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園高等学校を招待し、六日町高等学校のほか東京学館新潟高等学校など県内野球強

豪校と対戦しました。９月２日にはプロ野球イースタン・リーグ公式戦として、埼

玉西武ライオンズ対読売ジャイアンツ戦を開催しました。 

いずれも、他では見ることができない対戦の実現により、多くの市民の皆さまに

野球の楽しさが伝わったものと感じております。今後も様々な企画をとおして施設

の有効利用を図り、スポーツ振興に努めてまいります。 

 

次に、環境共生についてであります。 

有害鳥獣対策につきましては、６月下旬から７月上旬にかけて連続してクマの目

撃情報があり、前年同時期と比較して２倍ほどの件数となったため、防災メールや

ＬＩＮＥで緊急情報を配信して注意を呼びかけました。加えて、市ウェブサイト、

ＦＭゆきぐににより広く注意喚起を行いました。７月中旬以降は、クマの目撃情報

は少なくなり、前年並みの件数となっております。 

なお、当初から計画していた、クマの出没や人身被害防止を目的とした六日町市

街地周辺の魚野川河川敷の藪刈り払いについては、県の補助事業を活用して、９月

から 10 月にかけて実施するところであります。 

毎年実施しております山の木の実の豊凶調査では、７月末時点でほとんど結実が

確認できず、凶作との認識であります。秋から冬にかけて人里への出没が心配され

ますので、引き続きクマに遭遇しない対策の実践などの注意喚起を行ってまいりま

す。 

可燃ごみ処理施設につきましては、延命化対策の今年度の計画箇所について着実

に実施を進めてまいります。また、令和４年度繰越明許費にかかる事業については、

一部を除き工事が完了しております。なお、設備機器の納期の遅れから未着手とな

っていた一部更新工事については、これら設備機器の調達に一定の目途がついたこ

とから、秋ごろの着手を目標に準備を進めております。引き続き計画的な進捗を図

りながら安定稼働の確保に繋げてまいります。 



 ごみ減量化やリサイクルに関する啓発活動につきましては、５月下旬から湯沢町

と市内小学校（全 15 校）による社会科学習が実施されたほか、民間や市民団体によ

る施設見学も増えていることから、今後も新型コロナの感染対策に留意しながら啓

発活動の拡大を図ってまいりたいと考えております。 

新ごみ処理施設整備につきましては、令和 12 年度の完成目標に向けて、新ごみ処

理施設整備基本設計、生活環境影響調査、用地測量調査等の準備業務を進めていま

す。今後も着実な施設の整備に向けて、事業推進を図ってまいります。 

環境施策の取組につきましては、市役所自らの温室効果ガス排出量削減の指針と

なる「南魚沼市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の策定に向けた庁内検討

会議の１回目を６月 29 日に開催しました。２回目は９月中旬を予定しております。 

また、市全体での脱炭素の取組を加速させるため、「地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）」の来年度策定を予定しています。そこでは、市の特徴を踏まえて、あ

らゆる主体と連携して推進していくことが不可欠であることから、先だって産業、

運輸、家庭など部門別の温室効果ガス排出量を把握するための調査・分析などが必

要であり、これらに要する経費について、今定例会の補正予算に計上いたしました。 

雪資源活用事業につきましては、国立大学法人長岡技術科学大学と共同研究契約

を締結して、雪冷熱の可能性を市民が体感できる形の実証実験を市内３か所で８月

１日から９月初旬の間に実施し、市役所本庁舎では、延べ約 1,300 人の皆さまから

体感いただきました。今後の施策の展開を見据え、しっかりと検証してまいります。

また、雪資源活用について市若手職員の理解が進むよう、入庁３年以内の職員を対

象にした職場内研修を７月 28 日に開催しました。講師には、長岡技術科学大学上村
かみむら

靖司
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教授をお招きして 33 名が参加しました。２年前に発足した「雪の勉強会」につ

いては、今年度から雪資源を活用した地域の活性化を探求し「雪国」における南魚

沼市の地位構築とブランディング強化につなげていくため、新たに産業振興部の職

員を加えて発展的に開催してまいります。 

 

次に、都市基盤についてであります。 

南魚沼市の道路事業につきましては、社会資本整備総合交付金事業、地方創生道
みち

整備推進交付金事業などの国庫補助事業に対して、事業費で 9 億 7,306 万円（うち

国費 6 億 664 万円）の予算配分がありました。７月末現在、除雪費を除いた発注率

は 60.9 パーセントとなっております。なお、令和４年度の繰越予算を加えた発注率

は、74.6 パーセントであり、年度内に工事を完了できるよう努めてまいります。 



国の直轄道路事業につきましては、「国道 253 号八箇峠道路」において、国土交

通省の令和５年度当初予算で 16 億円の配分があり、令和８年度中の完成に向け、

順調に工事が進められております。そのほか、「国道 17 号浦佐バイパス」に６億

５千万円、「国道 17 号六日町バイパス」に５億円の配分があり、引き続き事業推

進に協力してまいります。 

砂防事業につきましては、水無川水系で「水無川流域砂防堰堤改築」、三国川水系

で「三国川中流域土砂災害対策」、高棚
こうだな

川
がわ

水系で「高棚
こうだな

川
がわ

砂防堰堤群」、登川水系で

「登川床固工群」などの事業が進められております。 

新潟県事業につきましては、「国道 291 号」、「県道塩沢停車場八竜新田線」、「県道

欠ノ上五日町線」、「県道石打停車場塩沢線」などの道路改築事業、「十二沢川」、「伊

田川」などの河川改修事業が進められております。 

住宅リフォーム事業「南魚沼市みんな住マイル」改修補助金につきましては、４

月 10 日から５月 19 日を申請期間としておりましたが、申請額が期間中に予算額に

達しなかったため６月 30 日まで期間を延長して 49 件の追加申請を受け付け、最終

的に 409 件の交付決定を行いました。 

交通安全対策の推進につきましては、１月から７月までの市内の交通事故発生件

数は 41 件、前年同期比で２件の減、負傷者数は 47 人、前年同期比で４人の減とな

っております。また、死者数は、前年同様、ゼロ人となっております。前年度より

事故件数、負傷者数ともに減少しておりますが、高齢者事故の割合が５割を超えて

おり、近年は高い水準で推移しているため、戸別訪問広報活動を増やすなど高齢者

事故の減少を目指して、南魚沼警察署をはじめ、関係機関と連携して交通事故防止

活動に取り組んでまいります。 

水道事業につきましては、６月５日のウグイへい死による畔地浄水場の運転停止

では、皆さまにご不安やご心配をおかけしました。ウグイのへい死の原因は、水槽

に原水を送っているポンプの圧力変動で発生した「窒素ガス病による窒息死」によ

るものでした。設備の修繕とウグイの飼育環境を改善して再発防止の対策を行い、

今後も水道水の安全性の確保に努めてまいります。なお、この事故の反省から、市

民の皆さまへの情報伝達手段の確立と非常用水源の整備を促進してまいります。 

また、水道料金改定につきましては、円滑な移行ができるよう作業を進めており

ます。 

下水道事業につきましては、六日町市街地の浸水対策事業である寺裏雨水幹線工

事を、予定通り今年度に全線供用開始できるよう進めています。また、下水道施設



全体の中長期的な施設状態を予測しながら維持管理、改築を一体的に捉えて計画

的・効率的に管理する「下水道ストックマネジメント計画」に基づくマンホール蓋

の更新工事を、市内全域の 211 か所で施工しております。 

 

次に、産業振興についてであります。 

稲作につきましては、今年度の田植えの最盛期は５月 22 日と、平年に比べ１日ほ

ど遅くなりました。田植え後の生育状況は、５月中旬までは好天で推移していたも

のの下旬に低温となったことから、５月 20 日以降の田植えは初期成育が一時的に

遅れました。６月に入ってからは、高温、平年並みの日照で推移したため、生育は

平年並み、基準並みに回復いたしました。一方で葉色が急激に低下している圃場
ほじょう

も

見られたことから、７月の穂
ほ

肥
ごえ

時期には高温に備えた確実な施肥
せ ひ

を周知するなど、

気候変動に対応するための技術対策を関係機関で進めておりました。梅雨明け以降

は、高温少雨に悩まされ、干害
かんがい

による水稲への被害が一部の圃場
ほじょう

で確認されたこと

から、市でも渇水対策への支援に取り組んだところであります。そのため、出
しゅっ

穂
すい

期

は、平年並みとの予想でしたが、異常高温が継続していることから、収穫適期は早

まるものと予想されています。 

八色西瓜につきましては、前年度は着果
ちゃっか

不良や変形果といった生育障害が多くあ

りましたが、本年度は６月に降雨が多かったものの生育はトラブルなく順調に推移

しております。また出荷開始は前年に比べ若干遅れましたが、出荷玉数は多い傾向

であり順調に推移しております。 

観光振興につきましては、６月に観光振興の重要なコンテンツの一つである雪国

の食文化について、地方で活躍する市内外のシェフによるトークイベントを開催し

ました。地域外からの視点を交えたことにより、当地域の食文化の独自性や豊かさ

などの気づきを得る機会となりました。今後も、食のブランディング推進に向けた

市民の意識醸成を図り、地域が誇りを持って食文化を発信し、観光誘客に繋がるよ

う、施策を進めてまいります。 

観光地域づくりの取組につきましては、７月 14 日に南魚沼市観光協会が観光地

域づくり法人（ＤＭＯ）の正式登録に向けた申請書類を提出いたしました。今後も

引き続き観光庁と本登録に向けた調整を進めるとともに、観光庁等の支援制度を活

用しながら、地域が持続的に発展していく観光地域づくりを推進してまいります。 

夏季合宿誘致支援事業につきましては、昨年に続き新型コロナウイルス感染症の

影響で減少した夏季合宿の誘致を促進するため、７月１日から９月 30 日までの期



間に市内の夏季合宿で使用する市有施設使用料を全額補助し、市の大きな観光資源

である夏季合宿の誘致支援を継続して進めております。 

イノベーション推進事業につきましては、事業創発拠点において販路拡大やビジ

ネスマッチングの支援を目的とした「ＭＵＳＵＢＩ－ＢＡ Ｍｅｅｔｕｐ Ｄａｙ」

を、４月に引き続き７月 12 日に実施いたしました。今後も事業創発拠点を活用し

て、人材交流・起業家育成を進めるとともに、地域産業の競争力強化や稼ぐ力を高

める人材の育成に努めてまいります。 

 

次に、行財政改革･市民参画についてであります。 

行政改革につきましては、アクションプランとして具体的な事務事業の改善に取

り組み、行政改革推進委員会が評価を行うＰＤＣＡサイクルにより進めております。

８月 29 日に、平成 30 年度に終了して５年を経過するアクションプランについて、

委員会で追跡調査を実施し、現在の状況を検証いたしました。今後も、行政サービ

スの向上や行政の効率化に向けて事務事業の改善に努めるとともに、様々な角度か

ら検証する体制づくりを進めてまいります。 

防災体制の強化につきましては、総合防災訓練を７月２日に中之島小学校を主会

場として実施いたしました。主会場では、消防本部の濃煙体験など児童の体験訓練

などを実施し、市役所本庁舎では、災害想定に基づいて、実践的な災害対策本部の

運営訓練を行いました。また今回は、初めてとなる三国川ダム管理所と連携した洪

水対応訓練として、三国川ダム管理所長と市長との電話でのホットライン訓練や、

ダム管理所が三国川沿いに設置している警報所を使用し、市が発令する避難情報の

発信や緊急放流時のサイレン吹鳴
すいめい

などを実施しました。浄水場運転停止事案で浮き

彫りになった緊急情報の発信強化の課題につきまして、その解決に向けて防災メー

ル・ＬＩＮＥの登録推進を強化しております。市報７月１日号の配布に合わせ、『市

長から特段のお願い』として、防災メール・ＬＩＮＥの登録依頼のチラシを全戸配

布いたしました。また、小・中学校や保育園の保護者向け連絡用アプリからも、メ

ール・ＬＩＮＥの登録を依頼し、市内の４つの高校にも登録依頼のチラシを配布す

るなど、あらゆる機会を通じて周知を行っております。登録数は７月末現在で、周

知開始前と比べ、約４割増となっております。緊急時・災害時の情報取得方法の周

知について、防災ラジオの普及も含めて、引き続き、強力に取り組んでまいります。 

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進につきましては、南魚沼市Ｄ

Ｘ推進本部を設置し、その中で具体的施策の検討として「子育て支援ＤＸ」「ネッ



トワーク・セキュリティ対策」の検討部会とワーキンググループを始動しました。

また、「書かない・来ない・回らない窓口」「文書管理・電子決裁」「健康ポイン

ト」「キャッシュレス（公金収納）」といった業務の変革のため、関係部署と準備

協議を重ねております。 

「南魚沼市人権教育・啓発推進計画」につきましては、南魚沼市人権教育・啓発

推進委員会において、市の各種計画における人権に関する具体的な取組について、

確認、点検、評価をしてまいりました。令和５年４月からは新たな委員の委嘱を行

い、７月 27 日に「第５回南魚沼市人権教育・啓発推進委員会」を開催いたしました。 

地方創生事業につきましては、７月 31 日に第 11 回となる「まち・ひと・しごと

創生推進会議」を開催し、令和４年度の地方創生推進交付金事業の効果検証を行い

ました。各分野の有識者の皆さまからいただいたご意見を踏まえ、地方創生推進交

付金事業がより効果的な事業となるよう努めてまいります。 

効率的・効果的な行財政運営につきましては、重要な将来構想の実現、行政課題

を解決していくために、今以上に庁内の横の連携が必要となっています。そこで、

小高政策アドバイザーの指導のもと、将来的な政策課題をプロジェクトとして５つ

掲げ、部局課室横断的なプロジェクトチームを組織し、「南魚沼プロジェクト・フ

ァイブ」と冠して検討していくこととしました。これにより、重点政策を効率的に

前へ進めてまいります。 

令和５年度のふるさと納税寄附金につきましては、７月 23 日現在 31,096 件（対

前年度 120.4％）、８億 1,543 万円（対前年度 117.0％）となっております。また、

令和４年度のふるさと納税寄附金の実績については、全国の多くの寄附者様からご

支援いただき、総数 162,844 件、総額 50 億 8,391 万 2 千円となりましたことを、既

に報告させていただいておりますが、８月１日に総務省から「ふるさと納税に関す

る現況調査結果」（※一般寄附分を含む）が発表され、全国 1,788 団体のうち第 25

位、新潟県では第２位となりました。ご支援いただきましたことに、深く感謝申し

上げます。寄附金は、今後も市の持続的な発展のために活用させていただきます。 

ドライブインシアター事業につきましては、コロナ禍における地域振興及び文化

振興を目的として令和３年度から２か年実施し、多くの市民の皆さまからご参加い

ただきました。今年度はアフターコロナということで、より自由にご家族で映画を

楽しんでいただくため、８月 11 日に八色の森公園においてスターライトサミット

（星空映画祭 2023）を開催し、約 1,300 人の皆さまにご参加いただきました。 



交流人口の拡大を目的に総務省が主催する「ふるさとワーキングホリデー」事業

につきましては、昨年度と同様、一般社団法人愛・南魚沼みらい塾に業務委託し夏

季及び春季に概ね２週間のプログラムを３回ずつ実施する予定としています。県外

の大学生等から南魚沼市に滞在してもらい、地元の事業所で働きながら、勤務時間

外は地元の人と交流し、地域課題を一緒に考えてもらうという内容になっています。

８月７日から９月 21 日の夏季期間には、大学生 31 名から参加希望があり、市内の

受入れ企業６社の中から学生が希望する事業所で勤務を開始しております。 

定住促進を目的に実施している中・高生の地域探求促進事業「ＹｏｕＫｅｙプロ

ジェクト」につきましては、18 人の地元中・高生と大学生メンター７人が４つのプ

ロジェクト（国際関係、マインド、地域活性、メディア）に分かれ、10 月末までに

14 回の活動を実施してまいります。 

 

次に、令和４年度決算及び財政執行状況についてであります。 

一般会計決算につきましては、歳入総額 394 億 9,535 万円、歳出総額 369 億 8,353

万円となりました。 

繰越明許費など翌年度への繰越額を含んだ形式収支は 25 億 1,181 万円となり、

繰り越すべき財源２億 8,806 万円を除いた実質収支は、22 億 2,375 万円となりまし

た。前年度の実質収支 14 億 5,878 万円との比較による単年度収支は、７億 6,497 万

円の黒字であります。 

新型コロナウイルス感染症の影響による異常な事態が長期化する中で、ウクライ

ナ情勢に端を発した原油価格の高騰、物価高騰も加わり、社会情勢が大きく変化し

ましたが、国や県からの交付金・補助金を原資にした様々な生活支援、経済支援策

に知恵を絞り、市民生活の安定と市内経済の活性化のために、迅速かつ果敢に立ち

向かった年でありました。 

歳出では、物件費において、燃料費・電気料の高騰による影響のほか、ふるさと

納税関連経費の増加により２億３千万円の増。補助費等では、前年度と比較して、

企業会計への繰出金の減少等により２億９千万円の減、また、子育て世帯等への特

別給付金の皆減により、扶助費は７億２千万円の減となりました。投資的経費は、

おおまき小学校のグラウンド改修工事や子ども・若者相談支援センターの屋根等の

改修工事、湯沢消防署及び大和分署の仮眠室改修工事などを実施し、９千万円の減、

また、ふるさと納税寄付金は 50 億８千万円と前年度比５億円以上の増となり、経費

等を差し引いて市が事業に活用できる部分について、一部を事業に充当したほか、



前年度までの積立金とは別に、新たにふるさと応援活用基金を創設し、貴重な財源

として基金に 24 億円の積立を行いました。これらによりまして、歳出総額は、前年

度と比較して 17 億 8,416 万円の減額ではありますが、前年度に次ぐ過去３番目と

なる多額な決算となりました。 

歳入では、市民税では５千万円の減となったものの、新型コロナウイルス感染症

対策として行っていた固定資産税の減免措置が終了したことにより、２億７千万円

の増となったため、市民税と固定資産税を合わせて、約２億２千万円の増となりま

した。各種譲与税・交付金を合わせた経常一般財源全体では、地方交付税で令和３

年度に臨時財政対策債の発行可能額の減に伴い、特別措置されていた部分がなくな

ったことにより４億２千万円の減、新型コロナウイルス感染症対策の減収補てん分

の地方特例交付金が２億７千万円の減となったことから、約４億円の減額となりま

した。また、新型コロナ関連の経費は、臨時的経費でありコロナ禍に対する各種の

財政措置は、大半が国費対応であったことから、経常収支比率への影響は少なかっ

たものの、燃料費及び電気料の高騰による影響が大きく、経常収支比率は 89.6 パー

セントで 3.2 ポイントの増となりました。前年度に比べ、財政の硬直化が進んだ状

況となっており、財政管理には細心の注意が必要であり、身の丈に合った財政運営

を心がけていかなければならないと考えております。 

 

水道事業会計の決算につきましては、経営成績となる収益的収支（税抜き）では、

動力費の高騰の影響を大きく受けましたが、企業債支払利息が減少したことにより、

昨年比 2,796 万円増の 6,956 万円の純利益となりました。資本的収支（税込み）で

は、10 億 8,299 万円の不足が生じたため、当年度損益勘定留保資金等で補てんいた

しました。 

また、未処分利益剰余金については、今後の水道事業の経営状況や投資計画を見

据えたうえで、減債積立金の積立て及び資本金への組入れによる処分案としており

ます。 

 

病院事業会計の決算につきましては、収益的収支（税抜き）では、市民病院にお

ける入院機能のケアミックス化や心臓カテーテル検査・治療を開始したことにより、

医業収益が大幅に改善したことから他会計からの補助金を大幅に減額し、総収益は

56 億 5,994 万円となりました。一方、総費用は、材料費や光熱水費の高騰などの影

響により 57 億 8,297 万円となり、差引き１億 2,303 万円の純損失が生じることと



なりました。 

資本的収支（税込み）では、２億 7,529 万円の不足が生じたため、過年度分損益

勘定留保資金等で補てんいたしました。 

 

 下水道事業会計の決算につきまして、経営成績となる収益的収支（税抜き）は、

公営企業会計移行後の本格的な事業運営として 4,945 万円の純利益を確保しました。

資本的収支（税込み）では、９億 8,240 万円の不足が生じたため、損益勘定留保資

金等で補てんいたしました。 

 また未処分利益剰余金について、今後の下水道事業の経営状況や投資計画を見据

えたうえで、減債積立金の積立て及び資本金への組入れによる処分案としておりま

す。 

 

次に、令和４年度決算にかかる健全化判断比率及び各事業会計における資金不足

比率についてであります。実質赤字比率、連結実質赤字比率については該当があり

ませんでした。 

実質公債費比率は 11.6 パーセントとなり、前年度より 0.1 ポイント減少しまし

たが、単年度では前年比 0.1 ポイントの増となりました。これは算定式の分子とな

る元利償還金及び公営企業への地方債の償還財源に充てた繰出金はともに減少して

いるものの、分母となる標準財政規模の減少幅の方が大きくなったことが主な要因

であります。 

将来負担比率につきましては、各会計の起債残高が減少傾向にあることにより公

営企業債等繰入負担割合が減少したことや、ふるさと応援活用基金の皆増に伴う充

当可能基金が大きく増えたことなどから、4.1 パーセントと、前年度から 27.5 ポイ

ントの大きな低下となりました。現状では公営企業の起債残高は減少しており、そ

の効果により各会計への将来負担額を算定する負担割合が下がる傾向は今後も続く

と推測しておりますが、第３次財政計画で推計されている新ごみ処理施設の建設や

公共施設の統廃合に係る経費などの増加に加え、下水道事業や病院事業で構想して

いる事業を実施した場合には指標の上昇が見込まれるため、それらにも備えなけれ

ばなりません。国の動向等による標準財政規模の変動も影響するものであり、優良

債の活用により計画的な事業の推進を図るとともに、地方債の抑制を図りながら、

各比率の推移を注視してまいります。 

 



令和５年度一般会計補正予算（第４号）を専決処分いたしましたのでご報告いた

します。 

令和５年度一般会計補正予算（第４号）は、８月 10 日に専決処分といたしまし

た。 

本補正予算は、国から新型コロナワクチンの令和５年秋開始接種に係る体制整備、

対象者や接種間隔等の方針が示されたことを受け、早急に準備を進める必要がある

ことから専決処分とし、医療機関による個別接種と集団接種を併用して実施するた

めに必要となる経費を計上いたしました。集団接種の会場につきましては、これま

で五日町雪国スポーツ館を使用していましたが、今後は集団接種を縮小して個別接

種へ移行していくことから、今回は市役所本庁舎の市民ホールでの接種を予定して

おります。 

また、今回の接種にあたりましても、医師会の皆さまからのご協力がなければ、

成し遂げることは困難であることから、市民が安心して接種を受けられる体制を整

備するため、接種協力金を計上したところであります。協力金に要する経費につき

ましては、国費の補助対象外となりますので、財政調整基金を繰り入れて対応する

こととしたものであります。 

以上により、歳入歳出予算にそれぞれ１億 4,264 万１千円を追加し、総額を 348

億 4,806 万３千円としたものであります。 

 

今定例会に一般会計補正予算（第５号）を提案いたしました。 

主な内容といたしましては、歳出では、ふるさと納税の寄附金額が、前年同月比

116 パーセントと好調に推移していることから、返礼等業務委託料など、ふるさと

納税推進事業費に 15 億 7,364 万円を追加計上し、同額を歳入に計上いたしました。 

このほか、総務費で大巻開発センターの改築に向けた基本設計業務委託料に 982

万円、旧南魚沼市子どもセンターの解体に向けた設計委託料に 427 万円を計上しま

した。民生費では、第８期介護保険事業計画で整備する看護小規模多機能型居宅介

護の開設準備経費の補助金として 822 万円、グループホーム等の防災設備改修とし

て、非常用自家発電設備整備の補助金として 1,540 万円を計上しました。農林水産

業費では、林道ヤゴ平線内のヤゴ平橋の架け替えに向け、付近の地滑り状況の調査

のために 2,000 万円を計上しました。土木費では、道路橋りょう維持補修事業費で

は、市道永松キャンプ場線の土砂及び雪崩止め対策の経費に 500 万円を計上、また

貸与除雪車 43 台の定期点検及び修理費に不足が見込まれるため 1,160 万円を追加



し、今冬の除雪に向けた準備に万全を図ってまいります。このほか、市営住宅総合

改善事業費では、北原住宅４号棟の退去が完了したことから、維持管理の省力化、

経費削減を目的に前倒しで解体工事を行うこととし、633 万円を計上しました。教

育費では、当初年度末を想定していた無線アクセスポイントの納期が生産状況の改

善により大幅に早まったことから、令和６年度に予定していたネットワーク工事を

前倒しし、小・中学校のＧＩＧＡスクール運営費に必要な経費を計上いたしました。

これにより今年度中には一連のＧＩＧＡスクール関連の整備が完了し、効果的な授

業の実施が可能となります。そのほか、前年度事業の決算確定により国・県補助金

に返還が生じた事業については、過年度国・県補助金返還金をそれぞれ計上いたし

ました。 

歳入では、市債にそれぞれの事業で発行可能な額として、計 5,570 万円を計上し

ました。前年度純繰越金は、実質収支額と現予算額との差額 20 億 4,445 万円を追加

いたしました。 

収支差額につきましては、まずは合併振興基金繰入金を２億円全額減額し、当初

予算で財源調整として計上していた財政調整基金繰入金を 11 億 5,800 万円減額し

ました。そのうえで、残額は予期せぬ事態に備えるものとして、予備費に計上する

ことで調整いたしました。 

以上により、歳入歳出予算にそれぞれ 22 億 9,736 万５千円を追加し、総額を 371

億 4,524 万８千円としたいものであります。 

 

この夏は、４年ぶりに感染症法上の制限がない夏となりました。市内でも各種行

事や祭りが復活し、希薄になっていた人と人とのつながりや地域の交流を、ようや

く取り戻せたのではないかと感じています。これから実りの秋を迎えるにあたって、

市民生活や市内経済がますます活性化していくように好調なふるさと納税をはじめ

とした各種事業に取り組んでまいります。令和３年度から起業家育成として実施し

ている「チャレンジ支援事業」では、これまでに 11 人の事業を採択しました。採択

者の多くが、本格的な事業展開につなげており、若い世代による新たな産業という

明るい兆しに大いに期待しているところであります。 

一方で、完全に収束していない新型コロナウイルス感染症へのワクチン接種対応

や、終わりの見えないロシアのウクライナ侵攻による、世界的なエネルギー価格や

物価の高騰など、課題は山積しておりますが、議員各位をはじめ、多くの方々のご



意見を尊重しながら、この激動の時代を乗り切っていきたいと考えております。何

卒ご指導、ご協力賜りますようお願い申し上げ所信表明といたします。 

 

 

むすび 

今 議 会 の 提 出 案 件 24 件 

内 訳 

条  例 2 件 

予  算 7 件 

決  算 8 件 

そ の 他 7 件 

 

  



○ 令和５年度 南魚沼市一般会計補正予算（第５号）の概要 

 

（１）今回の補正額                ２，２９７，３６５ 千円 

 

（２）補正後予算額               ３７，１４５，２４８ 千円 

 

（３）主な補正項目 

【歳 入】 

・道路整備事業分担金               △３４，３０１ 千円 

・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金      １５，４００ 千円 

・社会資本整備総合交付金             △２１，８５５ 千円 

・ふるさと納税寄附金             １，５７３，６４７ 千円 

・財政調整基金繰入金             △１，１５８，０００ 千円 

  ・合併振興基金繰入金              △２００，０００ 千円 

・前年度純繰越金               ２，０４４，４５７ 千円 

・自然災害防止事業債                ４８，１００ 千円 

 

【歳 出】 

・ふるさと納税推進事業費                      １，５７３，６４７ 千円 

・心身障がい福祉一般経費                            ７３，２９５ 千円 

・介護基盤整備等事業費                              ２３，６２６ 千円 

・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費      １４，１３３ 千円 

・常設保育園管理運営費                              ４２，７０３ 千円 

・生活保護一般経費                  ６０，１３５ 千円 

・予防対策事業費                                  ２６８，９５０ 千円 

・上水道事業対策費（事業会計繰出金）        ７４，８０７ 千円 

・林道維持管理費                  ２０，０００ 千円 

・機械除雪費                                        １１，６００ 千円 

・道路新設改良事業費                １４，３７９ 千円 

・予備費                                            １１，５３３ 千円 

 

 


